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１．開会  

事務局より、第３回都市機能の整った快適なまち推進懇話会の開催を宣言した。  

 

２. 議題 

 （１）都市機能の整った快適なまち推進プランの策定について 

事務局より配布資料（資料２の修正）に基づき、説明を行った。 

 （質疑応答・意見） 

 【石井メンバー】本計画については、前期実施計画の残り２年間の計画であることだが、

その後にもつながる事業もあるので、中期計画にもつなげてもらいたい。 

 【事務局】了解した。 

 【阿部メンバー】議論されたものは、市民に説明するのか。 

 【事務局】コロナ対策のため、説明会は行う予定はないが、これからパブリックコメント

にかけて、広く市民の意見を聴取する。パブリックコメントを行うことについては、各

住民協の役員会で周知を行う予定である。 

【阿部メンバー】都市機能というのは、幅広い分野であり、一般市民に説明をするにあた

り、本計画の内容に絞っている意味がわからないのではないか。 

 【事務局】パブリックコメントを出す際には、総合計画での位置付けについて細かく説明

するようにする。 

 【阿部メンバー】都市計画審議会との関連はあるのか。 

 【事務局】特に関わりはない。 

 【武藤メンバー】本計画を策定した後に基幹計画を策定すると思うので、本計画の内容や

議論を尊重した基幹計画にしてもらいたい。 

【事務局】了解した。 

【佐藤座長】リーディング事業の市営住宅整備事業において、既に目標達成している理

由を説明したほうがいいのでは。また、２－２のプランの体系において何が書かれて

いるのかわからない方がいると思うので、タイトルを記載してほしい。 

【事務局】追記する。 

 



 

【仁科メンバー】２－４の重点事業において、計画策定時の現状は令和２年度でなく、

令和元年度ではないか 

【事務局】修正する。 

【石井メンバー】２－２のプランの体系でバリアフリー化の推進の取り組みが公共施設の

バリアフリー化の推進だけであるが、アクションの内容は道路のバリアフリー化の推進

の内容が多いのではないか。 

 【事務局】第２回懇話会での案では公共交通と公共施設のバリアフリー化を分けていた

が、公共交通も公共施設の一部だという意見があったので、公共施設のバリアフリー化

のみにしたが、市民目線で元に戻したほうがという意見があれば、戻す。 

【石井メンバー】２－３－１の都市環境の改善内でのアクション、市内の交通改善で三浦

半島中央道路の早期着工を要請することで交通渋滞を解消とあるが、すぐに実現できな

いのであれば、ソフト対策での記載をしてもらいたい。 

【事務局】ハード対策は時間がかかるため、ソフト対策を追記する。 

【仁科メンバー】本来、重点事業は個別計画の懇話会等で進捗管理を行った後、総合計画

審議会で進捗管理を行うが、２－５の重点事業５にある歩行者と自転車を優先するまち

推進事業は総合計画の別の節のリーディング事業なので、総合計画審議会での進捗管理

は別の節の懇話会等から上げる。そのため、この事業を重点事業にして本計画での進捗

管理は行うのはいいと思われるが、その旨を明記してもらいたい。 

【事務局】了解した。 

【雲林メンバー】リーディング事業や重点事業は目標が記載されており、それに基づき進

捗管理すると思うが、その他の事業についても進捗管理をするのか。 

【事務局】その他事業についても、重要な事業であるので、進捗管理をしていく。 

次の第４回懇話会で、来年度から目標を実現するためにどういう進捗管理をしていく

かというところについて議論していきたいと思う。 

 

 

 

 



 

（３）その他 

【佐藤座長】本懇話会での意見を踏まえ、座長、副座長、事務局でパブコメ案を作成す

る。 

【事務局】作成したパブコメ案についてはメンバーに 12 月頭に郵送する。 

その後、12 月 11 日から 1 月 19 日までパブリックコメントを行い、そのご意見を踏ま

え、最終案を作成する。最終案については、第 4 回懇話会にて示す。第 4 回懇話会に

ついては、令和 3 年 2 月末に予定している。 

 


